
議案（１）その他必要な事項

令和２年度「守りたい秋田の里地里山５０」の認定について

＜Ａ委員＞

異議なし。

高齢化等の厳しい環境の中で頑張っておられる地域で、「守りたい」という県民の願いが

実現できるように、支援方策を充実させて頂きたいと思います。

評定では、北秋田市桂瀬地域において景観項目が５点（普通）となっているが、休耕地

の管理に対し行政による支援を行い、また地域でも優れている７点を目指すようお伝え頂

きたい。

＜Ｂ委員＞

異議なし。

＜Ｃ委員＞

異議なし。

両推薦地域は時々車窓から眺めている地域である。普段の様子を拝見しても、住民の方々

が農地や地域の環境保全に対し、熱心な活動をされているのが見て分かる。今後も是非、

活動を継続してもらいたい。

＜Ｄ委員＞

異議なし。

＜Ｅ委員＞

異議なし。

上田沢地域の「田沢ながいも」について、その特性や歴史について県が取り上げるべき

である。また、「守りたい秋田の里地里山５０」認定地域で伝統野菜を栽培している地域が

あれば情報共有してもらいたい。

＜事務局：回答＞

「あきた伝統野菜」はこれまで３９品目が指定されており、県同農林水産部の園芸振興

課が主体となり、品質向上や普及啓発など様々な取り組みを実施しているところです。

当課ではこれまで、県農業試験場と連携した新たな作目の掘り起こしや保存方法の確立、



業務委託による「あきた郷土作物研究会※」と野菜の魅力やおいしさ等を広くＰＲする活動

の実施、また生産・販売体制整備などによる農家の支援も行っています。

「守りたい秋田の里地里山５０」に認定された４９地域（令和元年度末時点）において

は、２地域で伝統野菜の栽培に取り組んでいます。北秋田市阿仁小様地域では、大きさと

瑞々しさが特徴の「小様きゅうり」、横手市山内三又地域では、鮮やかな色と細くて長い形

状が特徴の「山内にんじん」の栽培が行われています。

農山村振興課では、認定地域の取り組みや魅力を SNS等を活用した情報発信を行うほか
に、「秋田の里地里山を守り継ぐプロジェクト事業」により伝統野菜を活用した地域外住民

との農業体験やＰＲ活動等への支援をこれまで実施しているところです。今後については、

同農林水産部内で連携を図り、一層の普及啓発や地域の支援に努めてまいります。

※あきた郷土作物研究会：H25設立。秋田県立大が事務局。生産者や県内ホテル等飲食店等が
参加し約 100名の会員数。

＜Ｆ委員＞

異議なし。


